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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成20年5月22日(2008.5.22)

【公開番号】特開2002-307427(P2002-307427A)
【公開日】平成14年10月23日(2002.10.23)
【出願番号】特願2001-115604(P2001-115604)
【国際特許分類】
   Ｂ２９Ｂ   7/46     (2006.01)
   Ｂ２９Ｂ   7/90     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   3/20     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  71/12     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  77/00     (2006.01)
   Ｂ２９Ｋ  71/00     (2006.01)
   Ｂ２９Ｋ  77/00     (2006.01)
   Ｂ２９Ｋ 105/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２９Ｂ   7/46    　　　　
   Ｂ２９Ｂ   7/90    　　　　
   Ｃ０８Ｊ   3/20    ＣＥＲＺ
   Ｃ０８Ｊ   3/20    ＣＥＺ　
   Ｃ０８Ｋ   3/00    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  71/12    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  77/00    　　　　
   Ｂ２９Ｋ  71:00    　　　　
   Ｂ２９Ｋ  77:00    　　　　
   Ｂ２９Ｋ 105:06    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月4日(2008.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】二軸同方向回転押出機を用い、結晶性樹脂１００重量部又は結晶性樹脂
がマトリックスである組成物１００重量部を、無次元押出量ＤＬＱ＝０．００４～０．０
２５で、且つ回転数が３００～９００ｒｐｍで溶融混練し、ダイプレート出口の樹脂温度
Ｔが結晶性樹脂の融点＋２０～１２０℃で、且つダイ部の平均滞留時間ｔが３秒以上４５
秒未満で押出すことを特徴する溶融混練方法。
　　【請求項２】樹脂組成物が、ポリアミド系樹脂９０～１０重量部のマトリックスとポ
リフェニレンエーテル１０～９０重量の組成物であり、且つダイプレート出口の樹脂温度
が２９０℃～３５０℃であることを特徴とする請求項１に記載の溶融混練方法。
　　【請求項３】樹脂組成物が、ポリアミド系樹脂９９～３０重量部と強化材１～７０重
量部の組成物であり、且つダイプレート出口の樹脂温度が２９０℃～３３０℃であること
を特徴とする請求項１に記載の溶融混練方法。
　　【請求項４】樹脂組成物のダイ部の平均滞留時間ｔとダイプレート出口の樹脂温度Ｔ
の関係が
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　３秒≦ｔ≦１７秒の範囲では、２９０℃≦Ｔ≦３５０℃
　１７秒＜ｔ≦４５秒の範囲では、２９０℃≦Ｔ≦（３７４－１．４３ｔ）℃
にあることを特徴とする請求項２に記載の溶融混練方法。
　　【請求項５】樹脂組成物のダイ部の平均滞留時間ｔとダイプレート出口の樹脂温度Ｔ
の関係が
　３秒≦ｔ≦１７秒の範囲では、２９０℃≦Ｔ≦３３０℃
　１７秒＜ｔ≦４５秒の範囲では、２９０℃≦Ｔ≦（３５４－１．４３ｔ）℃
にあることを特徴とする請求項３に記載の溶融混練方法。
　　【請求項６】ダイ部として、ホットカット用ダイ、もしくはアンダーウオーター用ダ
イを使用することを特徴とする請求項１、２、３、４、および５のいずれかに記載の溶融
混練方法。
　　【請求項７】ダイ部として、ストランドカット用ダイを使用することを特徴とする請
求項１、２、３、４、および５のいずれかに記載の溶融混練方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　即ち本発明は、二軸同方向回転押出機を用い、結晶性樹脂１００重量部、又は結晶性樹
脂がマトリックスである組成物１００重量部を、無次元押出量ＤＬＱ＝０．００４～０．
０２５で、且つ回転数が３００～９００ｒｐｍで溶融混練し、ダイプレート出口の樹脂温
度Ｔが結晶性樹脂の融点＋２０～１２０℃で、且つダイ部の平均滞留時間ｔが３秒以上４
５秒未満で押出すことを特徴する溶融混練法に関する。
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